
 静岡県個人情報保護条例及び静岡県情報公開条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月28日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県条例第13号 

   静岡県個人情報保護条例及び静岡県情報公開条例の一部を改正する条例 

 （静岡県個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 静岡県個人情報保護条例（平成14年静岡県条例第58号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（定義） 

第２条 （略） 

２ この条例において「個人情報」とは、生存 

する個人に関する情報であって、当該情報に 

含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ 

り特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することができ、それによ

り特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。 ）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 （略） 

２ この条例において「個人情報」とは、生存 

する個人に関する情報であって、次の各号の 

いずれかに該当するものをいう。 

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その 

他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記 

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知 

覚によっては認識することができない方式 

で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載 

され、若しくは記録され、又は音声、動作 

その他の方法を用いて表された一切の事項 

（個人識別符号を除く。）をいう。以下同 

じ。）により特定の個人を識別することがで 

きるもの（他の情報と照合することがで 

き、それにより特定の個人を識別すること 

ができることとなるものを含む。 ） 

(2) 個人識別符号が含まれるもの 

３ この条例において「個人識別符号」とは、 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する 

法律（平成15年法律第58号。以下「行政機関 

個人情報保護法」という。）第２条第３項に規 

定する個人識別符号をいう。 

４ この条例において「要配慮個人情報」と

は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、

犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その

他本人に対する不当な差別、偏見その他の不

利益が生じないようにその取扱いに特に配慮



 

 

３～７ （略） 

（適用除外） 

第３条 （略） 

２ 第３章の規定は、行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律（平成15年法律第58

号）その他の法律の規定により同法第４章の

規定が適用されないこととされた個人情報

（前項第１号に掲げるものを除く。 ）について

は、適用しない。 

（取得の制限） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、 

思想、信条及び信教に関する個人情報を取得 

してはならない。ただし、次の各号のいずれ 

かに該当するとき（特定個人情報を取得する 

場合を除く。 ）は、この限りでない。 

(1)・(2) （略） 

４ （略） 

（利用目的の明示） 

第７条 実施機関は、本人から直接書面（電子 

的方式、磁気的方式その他人の知覚によって 

は認識することができない方式で作られる記 

録（以下「電磁的記録」という。 ）を含む。 ）に 

記録された当該本人の個人情報を取得すると 

きは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、 

本人に対し、その利用目的を明示しなければ 

ならない。 

(1)～(4) （略） 

（個人情報取扱事務の登録） 

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務

（個人の氏名、生年月日その他の記述等によ

り特定の個人を容易に検索し得る状態で個人

情報が記録されている公文書を用いる事務に

を要するものとして規則で定める記述等が含

まれる個人情報をいう。 

５～９ （略） 

（適用除外） 

第３条 （略） 

２ 第３章の規定は、行政機関個人情報保護法 

その他の法律の規定により同法第４章の規定 

が適用されないこととされた個人情報（前項 

第１号に掲げるものを除く。）については、適 

用しない。 

 

（取得の制限） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、 

要配慮個人情報を取得してはならない。ただ 

し、次の各号のいずれかに該当するとき（特 

定個人情報を取得する場合を除く。）は、この 

限りでない。 

(1)・(2) （略） 

４ （略） 

（利用目的の明示） 

第７条 実施機関は、本人から直接書面（電磁 

的記録を含む。）に記録された当該本人の個人 

情報を取得するときは、次に掲げる場合を除 

き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的 

を明示しなければならない。 

 

 

 

(1)～(4) （略） 

（個人情報取扱事務の登録） 

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務 

（個人の氏名、生年月日その他の記述等又は 

個人識別符号により特定の個人を容易に検索 

し得る状態で個人情報が記録されている公文 



限る。以下「個人情報取扱事務」という。 ）を

新たに開始しようとするときは、あらかじ

め、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱

事務登録簿（第３項及び第４項において「登

録簿」という。 ）を作成し、一般の閲覧に供し

なければならない。登録した事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

 

(1)～(5) （略） 

 

 

(6)～(8) （略） 

２～４ （略） 

（保有個人情報の開示義務） 

第17条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号

に掲げる情報（以下「非開示情報」という。 ）

のいずれかが含まれている場合を除き、開示

請求者に対し、当該保有個人情報を開示しな

ければならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報（事 

業を営む個人の当該事業に関する情報を除 

く。 ）であって、当該情報に含まれる氏名、 

生年月日その他の記述等により開示請求者 

以外の特定の個人を識別することができる 

もの（他の情報と照合することにより、開 

示請求者以外の特定の個人を識別すること 

ができることとなるものを含む。 ）又は開示 

請求者以外の特定の個人を識別することは 

できないが、開示することにより、なお開 

示請求者以外の個人の権利利益を害するお 

それがあるもの。ただし、次に掲げる情報 

を除く。 

 

ア～ウ （略） 

書を用いる事務に限る。以下「個人情報取扱 

事務」という。）を新たに開始しようとすると 

きは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録し 

た個人情報取扱事務登録簿（第３項及び第４ 

項において「登録簿」という。）を作成し、一 

般の閲覧に供しなければならない。登録した 

事項を変更しようとするときも、同様とす 

る。 

(1)～(5) （略） 

(6) 前号の個人情報の記録項目に要配慮個人 

情報が含まれるときは、その旨 

(7)～(9) （略） 

２～４ （略） 

（保有個人情報の開示義務） 

第17条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号

に掲げる情報（以下「非開示情報」という。 ）

のいずれかが含まれている場合を除き、開示

請求者に対し、当該保有個人情報を開示しな

ければならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報（事 

業を営む個人の当該事業に関する情報を除 

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、 

生年月日その他の記述等により開示請求者 

以外の特定の個人を識別することができる 

もの（他の情報と照合することにより、開 

示請求者以外の特定の個人を識別すること 

ができることとなるものを含む。）若しくは 

個人識別符号が含まれるもの又は開示請求 

者以外の特定の個人を識別することはでき 

ないが、開示することにより、なお開示請 

求者以外の個人の権利利益を害するおそれ 

があるもの。ただし、次に掲げる情報を除 

く。 

ア～ウ （略） 



(4)～(8) （略） 

（部分開示） 

第18条 （略） 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第３号 

に規定する情報（開示請求者以外の特定の個 

人を識別することができるものに限る。 ）が含 

まれている場合において、当該情報のうち、 

氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特 

定の個人を識別することができることとなる 

記述等の部分を除くことにより、開示して

も、開示請求者以外の個人の権利利益が害さ

れるおそれがないと認められるときは、当該

部分を除いた部分は、同号に規定する情報に

含まれないものとみなして、前項の規定を適

用する。 

(4)～(8) （略） 

（部分開示） 

第18条 （略） 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第３号 

に規定する情報（開示請求者以外の特定の個 

人を識別することができるものに限る。）が含 

まれている場合において、当該情報のうち、 

氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特 

定の個人を識別することができることとなる 

記述等及び個人識別符号の部分を除くことに 

より、開示しても、開示請求者以外の個人の 

権利利益が害されるおそれがないと認められ 

るときは、当該部分を除いた部分は、同号に 

規定する情報に含まれないものとみなして、 

前項の規定を適用する。 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （静岡県情報公開条例の一部改正） 

第２条 静岡県情報公開条例（平成12年静岡県条例第58号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （公文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げ

る情報（以下「非開示情報」という。）のいず

れかが記録されている場合を除き、開示請求

者に対し、当該公文書を開示しなければなら

ない。 

(1) （略） 

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当 

該事業に関する情報を除く。）で、特定の個 

人を識別することができるもの（他の情報

と照合することにより、特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）

又は特定の個人を識別することはできない

が、公にすることにより、なお個人の権利

利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。 

 （公文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げ

る情報（以下「非開示情報」という。）のいず

れかが記録されている場合を除き、開示請求

者に対し、当該公文書を開示しなければなら

ない。 

(1) （略） 

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当 

該事業に関する情報を除く。）であって、当 

該情報に含まれる氏名、生年月日その他の 

記述等（文書、図画若しくは電磁的記録に 

記載され、若しくは記録され、又は音声、 

動作その他の方法を用いて表された一切の 

事項をいう。次条第２項において同じ。）に 

より特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することにより、特定



 

 

 

 

 

ア～ウ （略） 

(3)～(7) （略） 

の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）又は特定の個人を識別するこ

とはできないが、公にすることにより、な

お個人の権利利益を害するおそれがあるも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア～ウ （略） 

(3)～(7) （略） 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務（第１条の規定による改正後の静岡県個人情報 

保護条例（以下この項において「新条例」という。）第14条第１項に規定する個人情報取扱事務をいう。）で 

あって、同項第５号の個人情報の記録項目に新条例第２条第４項に規定する要配慮個人情報を含むものに 

ついての新条例第14条第１項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは、あらか 

じめ」とあるのは「行っているときは、静岡県個人情報保護条例及び静岡県情報公開条例の一部を改正す 

る条例（平成30年静岡県条例第13号）の施行の日以後、遅滞なく」とする。 


